
合志市内認可外保育施設一覧

家庭保育室がらがらどん 幾久富１７５８－１５２ ２４７－２８７７

チャイルドハウス ラビット元気の森園 幾久富１９３５－６ ２８８－４３１８

平日

７：３０～１９：３０

6ヶ月～ 30

預かり
年齢 定員 備　　　考

土曜日

日曜日
祝日

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

きょうだい
割引

42,800～45,800

38,600～41,600

37,200～39,600

あり
※無償化対象児を除く

○入園料・月極保育は１８時以降の延長
料金はかかりません。
○完全給食あり（離乳食・アレルギー食
対応）
○一時保育（１時間から利用可能）・学
童保育もできます。
○料金は利用日数により異なります。な
お、別途諸費・給食がご利用日数に
応じてかかります。
○他県からの里帰り出産中の利用可能
○通学・通院など理由問わず利用可能
○支援が必要なお子様の入園も可能

開所時間
(延長時間含む）

預かり
年齢

休園中

定員 備　　　考 保育料
（給食・おやつ代含む）

開所時間
(延長時間含む）

保育料
（給食・おやつ代含む）

※詳細については、各施設にお問い合わせください。

＜無償化について＞

3～5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0～2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月
額4.2万円までの利用料が無償化されます。

無償化の条件は以下のとおりです。

・3～5歳：申請子どもが3歳児クラス（年少クラス）以上にあって、保護者のいずれも就労・疾
病等「保育の必要性（P５参照）」がある

・0～2歳：申請子どもが3歳児クラス（年少クラス）未満にあって、保護者のいずれも就労・疾
病等「保育の必要性（P５参照）」があり、かつ市町村民税所得割額非課税の世帯
に該当（※）する場合

また、無償化の認定には「子育てのための施設等利用給付認定」の申請が必要です。

認定希望月の前月までにご提出ください。

※ 非課税世帯であるという判断基準の課税年度は、4月から8月と9月から翌年3月で変わります。
　 4月から8月→前年度の住民税　　９月から翌年3月→当年度の住民税

（令和7年9月現在）
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待機児童支援助成事業補助金

この補助金は、認可保育施設の入所要件を満たし、入所申し込みを行なったけれども入所でき
ず、月単位で認可外保育施設に入所している児童の保護者の経済的負担軽減のため、保育料の一
部を補助するものです。

○対象となる人　　次の要件をすべて満たす人が対象となります。

○対象施設
県又は熊本市に届出を行なっている認可外保育施設。（合志市外の施設も対象）
企業主導型保育事業所及び事業所内保育施設や英会話などを主目的とする施設は対象外です。

○補助対象経費
保護者が負担した利用料（保育料月額と昼食代を合計した額）となります。
※年齢は入所年度の４月１日現在の満年齢です。
※延長料金は含みません。

○対象月
認可保育施設の入所希望月からとなります。

○補助額
保護者が負担した対象経費から、認可保育施設に入所した場合の保育料月額相当を差し引いた額を補
助します。ただし、上限は月額20,000円です。

　　　【例】３歳未満児で補助対象経費を35,000円支払っており、
　　　　　　合志市の保育料算定額が14,000円である場合
　　　　　　35,000円－14,000円＝21,000円＞20,000円
　　　　　　補助金の額は月額20,000円 となります。

○申請方法
　　次の必要書類を期限までにこども未来課に提出してください。（郵送可）
　　　（１）合志市待機児童支援助成事業補助金交付申請書及び実績報告書（在籍証明書）
　　　（２）請求書
　　　　※申請書等はホームページからもダウンロードできます

○申請期限

（１）市内に住所があり居住している人
（２）保留通知を持っている人で、両親とも就労中（就学・疾病等含む）であることを

要件とし、求職中は対象となりません。
（３）児童が、0～2歳児で月単位契約で認可外保育施設に、月64時間以上かつ13日以上

通っていること（一時預かりや延長保育、月途中の入所退所は対象外）
（４）保護者の個人的理由で辞退していない人
（５）入所希望施設を6箇所以上希望している人(在園児のきょうだい入所についてはお問い合わせください）
（６）市税を滞納していない人

通園期間
04月～07月
08月～11月
12月～03月

申請期限

08月20日
12月20日
04月20日

※申請期限が土日の場合、翌月曜日までとなります。
※審査の上、年３回で支払います。 
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